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桃の木保育園 重要事項説明書  

  

保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 童会 

所 在 地 東松山市大字東平６７６－１ 

電 話 番 号 ０４９３－２２－３６０５ 

代表者氏名 理事長 松本 忠久 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 桃の木保育園 

施 設 の 所 在 地 東松山市大字東平６７６－１ 

連  絡  先 電話番号０４９３－２２－３６０５ 

ＦＡＸ０４９３－２２－３６０５ 

管  理  者 園長 松本 忠久 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り、保育を必要とする小学校就学前児童 

利 用 定 員 満３歳以上の児童             ３６人 

満１歳以上満３歳未満の児童        ２４人 

満１歳未満の児童              ０人 

開 設 年 月 日 昭和５１年４月１日 

事 業 所 番 号 1121251000074 

 

３ サービスの目的・運営方針 

  桃の木保育園（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、 

保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。 

 ⑴ 「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「園児」

という。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさ

わしい生活の場を提供するよう努めます。 

 ⑵ 「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、

園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 

 ⑶ 「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りなが

ら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう

努めます。 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 
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敷 地 敷地全体  ５９８．１８㎡              

園庭  ７５４．７８㎡ 

園 舎 構 造 鉄骨造２階 建（耐火） 

延べ面積  ４９１．７３㎡ 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

保健室 １室  

保育室（ほふく室を含む） ５室 1 歳児～5 歳児について各１室 

遊戯室（ホール） １室  

調理室 １室  

職員室 １室  

医務室 １室  

事務室 １室  

 

５ 職員の設置状況 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １ １   

主任保育士 １ １   

保育士 ９ ８ １  

事務員 １ １   

調理員 ３ １ ２ 派遣職員 

用務員 ３  ３  

嘱託医 ２  ２ 非常勤 

当園では、「埼玉県児童福祉法施行条例（平成２４年１２月２５日埼玉県条例第６

８号。以下「条例」という。）」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員とし

て、上記の職種の職員を配置しています。 

※その年度により、多少異なります。 

※前項に掲げるもののほか、運営上必要と認めるときは、その他の職種を配置する 

 場合がある。 

 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

園長 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００） 

主任保育士 正規の勤務時間帯（８：００～１７：００） 

保育士 正規の勤務時間帯（７：３０～１８：３０） 

事務員 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０） 

調理員 正規の勤務時間帯（７：４５～１６：４５） 

用務員 正規の勤務時間帯（９：００～１２：００） 

嘱託医 定期健康診断・保護者への相談・指導時 

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 
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※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

６ 保育を提供する日 及び 休園日 

  保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 

  休園日は、日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）です。 

  

 

７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

（１）保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７

時３０分から１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります

（実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間

を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します）。なお、上記以

外の時間外保育は、ありません。 

   「注：土曜保育は１２時３０分で閉所となります。」 

（２）保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時

３０分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります（実

際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘

案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します）。 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合

は、７時３０分から８時３０分まで又は１６時３０分から１８時３０分までの範

囲内で、時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては、市町村

にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります）。 

   「注：土曜保育は１２時３０分で閉所となります。」 

 

８ 提供する保育等の内容 

⑴  当園は、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）を踏ま

え、以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

     上記７に記載する時間において、保育を提供します。 

⑵  保育の特徴 

３歳児から簡単なお勉強を楽しく進めて、５歳児が終わるまでには、 

小学校就学時に必要な知識を身につけます。ネイティブ講師による英語 

授業も行っています。 

季節行事、園外保育も多く取り入れ、毎年色々工夫しています。 

⑶  送迎 

①  保育契約時間を超えた保育が必要となる場合（短時間保育認定子どもに限

る）、または、早くお迎えに来られる場合には、事前にご連絡をお願いいた

します。 



4 

②  登園が遅れる場合には、給食の準備の都合上、9 時までにご連絡ください。 

なお、1～2 歳児は 11 時以降、3 歳児以上は 11 時 15 分以降に登園

される場合、喫食時間の関係で給食の提供はできかねます。 

③  園児の登降園は、IC カードで管理しています。登降園の際には玄関にてカ

ードリーダーに IC カードをかざしてください。（兄弟の場合は兄弟分）送

迎は、ＩＣカード持参の保護者・その子どもの関係者のみとする。保育園で

のケガ・病気等で やむを得ず、登録者以外の送迎となる場合はその際、身

分を証明できる物（免許書等）を提示していただき、コピーをさせていただ

く場合もあります。 

④ 園児の送迎は ＩＣカード持参の１８歳以上の方に限ります。 

⑤ IC カードは退園までの貸与です。破損、折れ、紛失等の場合は実費（2,000

円）を徴収いたします。 

 

⑷  食事の提供 

① 当園は、給食業務について、以下のとおり委託契約を締結しています。  

名称  有限会社 ワークアップ 

代表取締役  高橋 美智子 

所  在  地 大阪府門真市上島町２３－２０－２０２ 

電 話 番 号 ０７２－８１２－５１４１ 

委 託 内 容 派遣職員として 栄養士１名 調理員２～３名を派遣 

 

 ②児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 

          

  

 

 

 

 

 

③献立表は毎月保育園ホームページでお知らせします。 

④食物アレルギー・宗教食の対応しておりません。 

⑤長期欠席に伴う給食費負担額免除 

   前月２０日までの申告に限り、開園している日に連続して１２日以上欠席を

する場合は半額、１ケ月の場合は全額を免除いたします。なお、お知らせい

ただく場合は 園ホームページの給食停止（再開）届をご利用ください。 

 

９  利用料金 

⑴ 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただ

きます。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

１歳児 ９時３０分頃 １１時頃 １５時頃  

２歳児 ９時３０分頃 １１時頃 １５時頃  

３歳児  １１時３０分頃 １５時頃  

４歳児  １１時３０分頃 １５時頃  

５歳児  １１時３０分頃 １５時頃  
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 ⑵  特定教育・保育の質の向上を図るため、別表１に掲げる特定利用者負担額を

お支払いいただきます。（追加） 

⑶ 特定教育・保育の提供に必要な費用として、別表２に掲げる実費をお支払いい

ただいます。 

⑷ 延長保育事業の実施に必要な経費の一部について、利用者負担として別表３に

掲げる費用をお支払いいただきます。 

 

１０ 利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  ⑴ 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

  ⑵ 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に

該当しなくなったとき 

  ⑶ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１１ 嘱託医 

   当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

 ⑴ 内科 

医療機関の名称 高坂コトビクリニック 

医 院 長 名 合原 巧 

所  在  地 東松山市高坂 3-16-25 

電 話 番 号 ０４９３－59-9622 

 ⑵ 歯科 

医療機関の名称 はあと歯科 

医 院 長 名 前田巨介 

所  在  地 東松山市箭弓町２－２－２２ 

電 話 番 号 ０４９３－２２－８５２２ 

 

１２ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  保育主任 松本輝美 

・解決責任者  園長   松本忠久 

・ご利用時間  ９：００ ～ １５：００ 

・電話番号   ０４９３－２２－３６０５ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０４９３－２２－３６０５ 

 担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 木村貴世   ☎0493－22-2588 主任児童委員 

  

１３ 非常災害時等の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 ・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  
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・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火・防犯 

訓練 

・避難・消火訓練：毎月１回以上実施します。 

・年に２回は、消防署立会訓練を実施します。 

・年に１回は、園児引き取り訓練を実施します。 

・年に１回は、防犯訓練を実施します。 

 

１４ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 保育所の傷害保険 

引受保険会社 「あいおいニッセイ同和損保」 

保険の内容 傷害保険 

保険金額 

            

 

死亡事故・後遺障害 ２００万円 

 入院保険金 日額 ３，０００円 

 通院保険金 日額 ２，０００円 

  

  

保険の種類 保育所の賠償保険 

引受保険会社 「あいおいニッセイ同和損保」 

保険の内容 賠償責任保険 

保険金額 身体賠償  ５，０００万円 

１事故につき    ３億円 

財物賠償    １００万円 

 

 

保険の種類 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付 

保険の内容 災害共済給付 

保険金額 災害の範囲、給付金額については、 

右記よりご確認ください 

 

 

 

 

 

保険の種類 一般総合自動車保険  

引受保険会社「あいおいニッセイ同和損保」 

保険の内容 対人・対物 無制限 

搭乗者保険 １名につき１，０００万円 

治療日数５日未満 ２０，０００円 

治療日数５日以上 ケガに応じた金額 
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１５ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗

教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

投薬 
医療行為にあたるため原則は行いません。 

投薬指示書により投薬する場合もございます。 

防犯カメラ  
園内に 9 カ所に防犯カメラ、センサーライト設置 

１１０番通報装置設置 

緊急時における対

応 

保育中 事故やケガ、災害や事件発生時など保護者と連絡

が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、

当保育園が責任をもって、医師による医療行為などしかる

べき対処を行ないますので、あらかじめご了承願います。 

（発熱等内科的症状の場合は保護者の受診通院） 

駐車場の利用 

駐車場内での事故は当事者同士で解決してください。また、

駐車場内におけるいかなる事故も当園では責任を負いませ

ん。 

埼玉県の条例により駐停車中のアイドリングは禁止されて

います。駐停車中は、エンジンを止めてください。 

園児引渡し後の対

応 

園児を保育者から保護者へ引き渡し後に発生した園内外で

の事故やケガ等に関しては保護者の責任とし、当園では責

任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１（特定教育・保育の質の向上を図るために要する費用）（追加） 

項目 内容、負担を求める理由、目的 金額 

講師に係る費用 英語授業料(希望者)一部負担 月額（月２回） 800 円 

ICT に係る費用 保守料 利用学年 一部負担 月額      700 円 
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別表２（特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担） 

項目 内容、負担を求める理由、目的 金額 

幼児主食費 ３歳児～５歳児 月額    2,000 円 

幼児副食費 ３歳児～５歳児※ 月額    4,500 円 

園外保育 バス利用料  1 回     100 円 

IC カード 破損・折れ、紛失等 １枚    2,000 円 

日本スポーツ振興センタ

ー保険料 

※独立行政法人日本スポーツ振

興センター災害共済につきまし

ては、保護者負担となります。 

 

年額   ３５０円     

 

 

 

※年収３６０万円未満世帯の子ども及び第３子以降の子どもを除く。 

 

 

別表３（保育認定子どもの延長保育事業に係る利用者負担） 

項目 金額 

延長保育料 

（保育短時間認定子どもに限る） 

1 ヶ月 30 分 月額 1,000

円 

1回 30分    500円 

 

 ※保育園閉園後の預かりは、行っておりませんが、お迎えにいらっしゃらない場合、

１８時３０分以降は時間外料金と別料金が発生します。 

 

 
 
 

 当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付いたします。ただし、領収

印の押印等によりこれに代える場合もあります。 
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        社会福祉法人童会 桃の木保育園 

 

         重要事項の説明に関する同意書 

      

特定教育・保育の提供にあたり「社会福祉法人童会 桃の木保育園 重

要事項説明書 入園のしおり 」に基づき、重要事項の説明を行いまし

た。 

 

         保育園名：桃の木保育園 

         説明者職名：理事長    松本忠久 

 

- 

私は、本書面に基づいて桃の木保育園の利用に当たっての重要事項の

説明を受け、同意しました。 

 年  月  日 

 

              住 所               

       保護者    氏 名               

              園児名               

              園児との関係            
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